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【改定履歴】（平成３０年度以降） 

 

平成３０年４月１日 

●条例改正に伴い、政務活動費の使用における議員の説明責任を明確化した。 

●旅費を実費精算方式に変更した。 

●すべての領収書等を市議会ホームページで自主公開することとした。 

 

令和元年６月２６日 

●議員一人につき１台、パソコン（タブレットも可）の購入を可能とした。 

 

令和２年９月２３日  

●新型コロナウイルス感染症の状況及び今後の新しい生活様式の展開を踏まえ、研究・研修会への参

加方法について、開催地を訪問する以外に、オンラインによる方法及び録音・録画資料の提供を受

ける方法を認めることにより、議員の資質向上の機会を幅広く確保するものとした。  

 

令和３年４月１日  

●条例改正により、交付額の変更（８万円→７万６千円）、交付日の変更（１５日→２０日）、その

他の交付等の手続きの変更が生じたため、所要の整備を行った。 

●申請書等への押印の見直しに伴い、別紙様式を改正した。 

 

令和４年４月１日  

●広報費及び人件費について、最近の裁判例等を踏まえ、政務活動費を支出するのに適当でない内容、

留意すべき点等をできる限り明記（例示）し、議員の判断の目安となるよう改めた。  

●いくつかのページに分散して掲載されていた内容を極力まとめて記載することで、なるべく１カ所

だけを見れば各科目の支出について判断することができるよう、マニュアルの編集を改めた。  

 

令和７年４月１８日  

●宝塚市職員等の旅費に関する条例及び同施行規則の改正に伴い、旅費における「車賃」を「その他

の交通費」に、「宿泊料」を「宿泊費」に表記を改め、宿泊費の上限額を規則別表に定める都道府

県別の宿泊費基準額に相当する額とするとともに、急行料金を適用できる範囲を廃止した。 
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Ⅰ 政務活動費とは 
 

  政務活動費の前身である政務調査費は、地方議員の調査活動基盤の充実を図る観点か

ら平成１２年５月の地方自治法改正によって法制化され、それを受けて本市議会では、

平成１３年度から条例に基づき支給されることとなった。  

  さらに、平成２４年９月の地方自治法改正によって、名称が「政務活動費」に改めら

れ、交付目的が「議員の調査研究その他の活動に資するため」に拡大されるとともに、

条例によって政務活動費を充てることができる経費の範囲を定めることとなった。  

  また、政務活動費の使途の透明性の確保に努めることが議長の努力義務とされた。  

宝塚市議会における政務活動費は、地方自治法第１００条第１４項から第１６項及び

宝塚市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、宝塚市議会議員の市政に関

する調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として会派及び議員に対して

交付されるものである。  

したがって、会派及び議員は、交付された政務活動費を使途基準に従って使用しなけ

ればならず、市政に関する調査研究その他の活動に資するために必要な経費以外のもの

に政務活動費を充ててはならない。  

 

政務活動費の支出根拠となる法律、条例等  

 ・地方自治法第１００条第１４項、第１５項、第１６項  

 ・宝塚市議会政務活動費の交付に関する条例  

 ・宝塚市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政務活動費マニュアルの改定について（平成３０年４月１日） 

 

 今回のマニュアル改定のポイントは、次の３点となっている。  

  （１）政務活動費の使用における議員の説明責任が明確化されたこと  

  （２）旅費を実費精算方式としたこと  

  （３）すべての領収書等を市議会ホームページで自主公開すること  

 

 政務活動費の使用にあたっては、その制度の趣旨にしたがい適切に使用しなければ

ならないことは言うまでもない。さらに今回の改定により、すべての領収書等が市議

会ホームページで自主公開されることとなるため、市民から疑念を抱かれることのな

きよう常に適正な政務活動費の使用を心がけ、その使途については議員自らが説明す

る責任を果たすことが求められる。 
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Ⅱ 制度の概要 

 

１ 交付対象（条例第２条）  

  政務活動費は、宝塚市議会において２人以上の議員で構成する会派及び議員に対して

交付する。 

 

２ 交付の方法（条例第３条）  

 政務活動費は四半期ごとに交付するものとし、各四半期の最初の月に、当該四半期に

属する月数分を交付する。 

 政務活動費は、交付月の２０日に交付する。ただし、その日が宝塚市の休日を定める

条例第２条第１項に規定する休日に当たる場合は、その翌日とする。 

 一四半期の途中において新たに、又は追加して政務活動費を交付すべき事由が生じた

ときは、当該政務活動費の交付請求があった日の翌日から起算して３０日以内（新たな

任期開始後初めての交付請求にあっては、２０日以内）に交付する。 

 

３ 会派・議員に対する政務活動費（条例第４条、第５条）   

（１）会派に対する政務活動費  

   会派の代表者は、年度当初に月額７万６千円を限度として当該会派に所属する議員１

人につき会派が受け取るべき政務活動費の額を申し出なければならない。 

  会派に対する政務活動費は、会派の代表者が申し出た月額に各月の１日（基準日）に

在職する所属議員の数を乗じて得た額を交付する。  

 

（２）議員に対する政務活動費  

  議員に対する政務活動費は、基準日に在職する議員に対して月額７万６千円を交付す

る。  

  一四半期の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する

月の翌月分（その日が基準日に当たる場合にあっては、当月分）以後の政務活動費を交

付する。 

  議員が会派に所属する場合で、その会派が政務活動費の交付を受けるときは、７万６

千円から会派に交付する政務活動費の月額のうち当該議員分に相当する額を控除した額

とする。  

 

（３）交付及び支出手続き  

① 年度当初の交付申請時に会派が、１人月額７万６千円について会派と所属議員と

の交付割合を定め、それに基づき交付申請をする。なお年度途中での交付割合の変

更はできない（年度途中で会派人数に異動があっても交付割合は同じとする。）。  

② 政務活動費の全額もしくは一部を議員への交付としている会派については、会派

代表者若しくは経理責任者が所属議員の交付申請書を取りまとめて提出する。  

③ 既に交付された会派分に係る政務活動費を全額執行し、なお会派の活動に要する

経費を必要とするときは、当該会派は議員個人分から当該経費を支出できるものと

する。  
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④ 政務活動費を全額議員への交付としている会派であっても、会派の活動に要する

経費を必要とするときは、議員個人分から当該経費を支出できるものとする。  

⑤ 上記③、④の場合、会派が必要とする経費については所属議員が等しく負担する

ことを原則とする。  

 

４ 経理責任者（条例第７条）  

    政務活動費の交付を受けた会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければな

らない。  

 

５ 収支報告書の提出（条例第８条）  

  政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、収支報告書に領収書等の証

拠書類を添付して、議長に提出しなければならない。  

会派の収支報告書は、経理責任者が作成する。  

 

６ 政務活動費の返還（条例第９条）  

政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、その年度において交付を受けた政務活動

費に残余がある場合、返還しなければならない。  

 

７ 収支報告書の保存及び公開（条例第１０条）  

    議長は、提出された収支報告書及び添付の証拠書類を、提出期限の日（４月３０日）

から起算して５年を経過する日まで保存しなければならない。  

  議長が保存する収支報告書及び添付の証拠書類については、その写しを公開し、閲覧

に供する。  

 ＜公開の取扱いの経過は次のとおり＞  

・収支報告書を市議会ホームページで公開する。（平成２４年度交付分から）  

・領収書等の証拠書類を添付した支出書（写し）を「市民資料閲覧コーナー」で閲覧に

供する。（平成２５年度交付分から）  

・収支報告書、支出書及び領収書等の添付書類を含めたすべての書類を市議会ホームペ

ージで公開する。（平成３０年度交付分から）  

・条例により、議長が保存する収支報告書及び添付の証拠書類について公開することを

義務づけ。（令和３年度分から）  

 

８ 会派及び議員の説明責任（条例第１１条）  

 政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、交付の趣旨を踏まえ政務活動費を適正に

使用するとともに、その使途を明確にすることにより市民に対する説明責任を果たさな

ければならない。  

 

９ 透明性の確保（条例第１２条）  

  議長は、提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費に係

る制度の適正な運用を期すとともに、その使途の透明性の確保に努める。  
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１０ 会計帳簿の調製及び保管（規則第７条）  

政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について

会計帳簿を調製し、当該政務活動費に係る政務活動費収支報告書の提出期限の日から起

算して５年を経過する日まで保管しなければならない。  

 

１１ 四半期ごとの事前チェック   

・政務活動費の適正な使用及び正確な事務処理を期するため、四半期ごとに支出書（支

出伝票）の綴り及び会計帳簿（副本）を事務局に提出し、事務局においてチェックを

行う。  
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Ⅲ 交付及び収支報告の手続き 

１ 交付の手続き  

（１）交付申請  

① 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び議員は、毎年度、市長に対

し、議長を経由して交付申請書を提出する。  

       ・会派交付の場合 様式第１号（規則第２条第１項）  

       ・議員交付の場合 様式第２号（規則第２条第１項）  

    ※ 年度当初の交付申請時に、会派と所属議員分の交付割合を定めて申請を行う。 

      年度途中で、この交付割合を変更することはできない。  

      （年度途中に会派人数に変更があった場合も交付割合の変更はできない。）  

  ② 市長が交付決定を行ったときは、交付決定通知書（様式第５号。規則第３条第１

項）によって通知する。  

 

（２）交付請求  

① 政務活動費は、各四半期の最初の月の２０日に３カ月分ずつ交付する（その日が

休日にあたる場合はその翌日に交付する）。  

② 交付請求書は、交付日の１０日前までに提出する。  

       ・会派交付の場合 様式第７号（規則第４条第１項）  

       ・議員交付の場合 様式第８号（規則第４条第１項）  

  ③ 交付請求書提出の際は、あわせて振込口座の指定書を提出する。  

 

（３）交付変更申請  

① 交付申請書の記載事項に異動が生じた場合は、市長に対し、議長を経由して交付

変更申請書を提出する。  

       ・会派交付の場合 様式第３号（規則第２条第２項）  

       ・議員交付の場合 様式第４号（規則第２条第２項）  

  ② 市長が交付決定を行ったときは、交付変更決定通知書（様式第６号。規則第３条

第２項）によって通知する。  

  ③ 交付変更決定に伴い追加して交付を受ける政務活動費がある場合は、交付期日の

１０日前までに、追加交付請求書を提出する。  

       ・会派交付の場合 様式第９号（規則第４条第２項）  

       ・議員交付の場合 様式第１０号（規則第４条第２項）  

  ④ 交付変更決定に伴い政務活動費を追加交付する場合は、交付請求があった日の翌

日から起算して３０日以内に交付する。  

  ⑤ 交付変更決定に伴い返還すべき政務活動費があるときは、返還すべき事由が生じ

た日の翌日から起算して３０日以内に返還しなければならない。  

 

２ 収支報告の手続き  

（１）提出期限  

  ① 各年度の政務活動費については、毎年４月３０日までに前年度の収支報告書を提

出しなければならない。  
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  ② 政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき、又は政務活動費の交付を受けた

議員が議員でなくなったときは、当該事由が生じた日から３０日以内に収支報告書

を提出しなければならない（議員任期が満了した場合は、改選の有無に関わらず収

支報告書の提出が必要となる）。  

 

（２）提出書類  

  ① 収支報告書  

     ・会派交付の場合 様式第１１号（規則第６条第１項）  

     ・議員交付の場合 様式第１２号（規則第６条第１項）  

  ② 会計帳簿（副本）  

  ③ 支出書（支出伝票） 別紙様式１  

  ④ 領収書（又はこれに準ずる書類）  

  ⑤ マニュアルに定める報告書（該当する支出がある場合）  

     ・会場費支出結果報告書  

     ・出張調査（研究・研修会参加）報告書  

     ・要請、陳情活動報告書  

  ⑥ 広報紙・報告書印刷費の支出にあたっては、見本１部（原本）  

  ⑦ ホームページ作成・管理費用の支出にあたっては、トップページのコピー１部  

 

（３）政務活動費の返還  

   収支報告の結果、交付を受けた政務活動費に残余の額がある場合は返還しなければ

ならない。  

    

（４）各年度の収支報告から返還までのスケジュール  

  ① ４月３０日まで 収支報告書を提出  

     ※ 事務局にて内容点検が必要です。できる限り早めの提出をお願いします。  

  ② ５月連休明け  返還金の納付書を交付  

  ③ ５月中旬    返還金の納付  

     ※ 必ず、市役所１階の指定金融機関窓口で納付をお願いします。  

     ※ 出納閉鎖期間中に収納確認を完了する必要があります。  

 

（５）会計帳簿の作成及び保管  

作成した会計帳簿（正本）は、収支報告書の提出期限の日から起算して５年を経過

する日まで保管しなければならない。  
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Ⅳ 留意事項（支出全般について） 

１ 支出書の作成について  

① 政務活動費を支出した場合は、１件ごとに政務活動費支出書（別紙様式１）を作

成し、支出先、支出内容を記し領収書等証拠書類を添付する。 

② 同一科目内で内訳（細目）が異なる場合は、それぞれ別個に支出書を作成する。 

（例）研修会に参加して旅費と出席者負担金及び研修テキスト代を支出する場合、

内訳別に３枚の支出書を作成し、それぞれに領収書等の証拠書類を添付する。 

  ③ 領収書等の証拠書類１通に対して複数の支出書を作成する必要があるときは、い

ずれか１つの支出書に原本を添付し、その他の支出書には「原本は支出書××番に

添付」と記載する。 

④ 業務委託契約、リース契約等に基づき支出を行う場合は、契約書を添付する（当

該年度の初回支出時のみ）。 

 

２ 領収書等の証拠書類について  

① 支出の証拠書類として、原則として領収書を添付する。  

領収書には、「年月日」「作成者名」「商品やサービスの内容」「金額」が明記

されていること。支出内容・数量等が明確に記載されていない場合は、その内容が

わかる納品書等も添付すること。手書きの領収書には必ず押印が必要。  

＜領収書の宛名について＞  

     ○会派の政務活動費を支出するとき  

領収書の宛名は会派宛てとする。  

     ○議員個人の政務活動費を支出するとき  

・議員個人の活動の場合  

領収書の宛名は議員宛てとする。  

     ・会派の活動の場合  

領収書の宛名は会派宛てとし、１人の議員の支出書に領収書の原本を

添付する。その他の議員の支出書にはコピーを添付のうえ「原本は○○

議員の支出書××番に添付」と記載する。  

（議員個人に交付された政務活動費を会派の活動に使用する場合は、会

派に所属する議員が経費を等分に負担することが原則である。）  

○宛名の記載がないものであっても、上記の必要事項が記載されているものは

可とする。  

② 領収書に代わる書類として次の取り扱いを認める。  

   1) レシートのみの場合 

「年月日」「作成者名」「商品やサービスの内容」「金額」が明記され

ているものは領収書とみなす。押印及び宛名の記載は不要とする。  

なお、感熱紙によるレシートは色あせ等で判読不能となるおそれがあるた

め、原本とあわせてコピーを添付すること。  

   2) 口座引き落としの場合 

口座引き落とし等で領収書が発行されない場合は、請求書等内容の分かる

書類及び通帳の該当部分の写しを添付する（当該箇所以外はマスキング可）。 
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   3) 銀行振込の場合 

銀行振込による支払いで領収書が発行されない場合は、請求書等内容の分

かる書類及び振込明細票等を添付する。  

③ 相手方の発行した請求書、領収書等には書き込みを行わない。  

④ 政務活動費支出書に添付する領収書については、公開用にコピーを行うため、重

ね貼りや折りたたんだ状態での添付は避ける。  

 

３ 按分について  

政務活動費の対象となる調査研究その他の活動以外にも、議会活動、選挙活動、政

党活動、後援会活動などがあり、明確に区分することが難しい場合がある。  

この場合、活動に要した費用の全額に政務活動費を充当することは認められず、政

務活動費に要した経費とその他の経費とに按分することが必要となる。按分割合につ

いては、会派及び議員の責任において、適正な基準により按分すること。  

 

４ 前払いについて  

① 前払いによる政務活動費の支払いは、以下の場合を除き原則として認めない。  

     ア 雑誌、新聞等の定期購読のように前払いにより一定期間の購入契約をする

ほうが経済的な場合  

     イ 前払いをしないことにより、支払い事務等が相当煩雑になる場合  

ウ 上記ア、イのほか、前払いをしなければならないやむを得ない事情がある

場合  

  ② 定期購読等で年度をまたいだ支出が発生するときは、当該年度中の支出のみを按

分して、その年度を対象として交付された政務活動費で支出することができる。  

翌年度分の購読費用については、翌年度の政務活動費で支出できるものとする。  

この際、領収書は最初に支出のあった年度の支出書に原本を添付し、翌年度の支

出書には領収書のコピーを添付のうえ、「原本は○○年度の支出書××番に添付」

と記載すること。  

（例）１月から１２月までの定期購読費用を１月に一括して支払った場合  

    ・１月～３月の費用 → 最初に支出のあった年度の政務活動費で支出  

    ・４月～１２月の費用→ 次年度の政務活動費で支出  

  ③ 定期購読等で任期をまたいだ支出が発生するときは、②と同様の取り扱いとする。 

  ④ 前払いの対価として受けるサービスの提供を中途でキャンセルしたときは、既に

提供を受けたサービスとキャンセルしたサービスとを明確に区分したうえ、キャン

セル分については減額措置をとる。  

  ⑤ 任期中に議員の身分を喪失したときは、既に提供を受けたサービスと身分喪失後

の期間に係るサービスとを明確に区分したうえ、身分喪失後の期間に係るサービス

については減額措置をとる。  

 

５ ポイントについて  

① ポイントについては、購入時に付与されたものは、その都度減額処理をすること。 

② 支出書に、ポイント付与の有・無、金額等を記載すること。  
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Ⅴ 使途基準 

１ 政務活動費を充てることができる経費の範囲（条例第６条）  

    政務活動費は、会派及び議員が行う研究、研修、調査、広報、広聴、住民相談、要請、

陳情等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増

進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付する。 

 

２ 支出できる経費  

  会派及び議員の市政に関する調査研究その他の活動に資するため、Ⅵ 科目別運用指

針（Ｐ．１０～２５）及びⅦ 特記基準（Ｐ．２６～３３）に定める経費に支出するこ

とができる。  

 

３ 支出できない経費の例  

  ① 政党本来の活動に属する経費  

・政党の広報紙、ビラ等の印刷費や発送料  

・党費、党大会の参加費、賛助金、党大会参加のための旅費  

  ② 選挙運動に伴う経費  

・選挙ビラ作成費  

  ③   後援会の活動に伴う経費  

・後援会主催の報告会等の経費  

  ④ 交際費的な経費  

・香典、祝金、寸志、餞別、見舞金、慶弔電報、年賀状（購入及び印刷代金）、

名刺印刷代金  

⑤  本来の議会活動に伴う経費  

・本会議、常任委員会、特別委員会、議会運営委員会、議員総会、会派代表者

会、議会改革検討委員会、広報広聴委員会、常任委員長会議、正副委員長会

議、議員研修会、常任委員協議会、地方自治法第１００条第１３項の規定に

よる派遣に要する交通費等の経費  

・議会報告会、意見交換会等に要する交通費等の経費  

⑥  その他  

・議会から選出された監査委員、各種の審議会等の委員としてその用務のため

に要する交通費等の経費  

・海外調査旅費  

・日常生活に要する経費  

・調査研究に自家用車（バイクを含む）を使用する場合の車検代等の維持管理

費、修繕料等  

     ・飲食費（講師賄い、広聴活動における飲料及び茶菓子代を除く）  

 

    ※上記に類似する経費には支出できない。  

 



10 

Ⅵ 科目別運用指針 

（１）研究・研修会費 

①会場費 

内容  研究会若しくは研修会を開催するため会場を使用する際に必要な経

費 

具体的な経費

の例  

・会場借上料 

・会場使用に付随する放送設備費用  

【留意事項】 

・会場費を支出した場合は、会場使用結果報告書を作成し、開催後

１カ月以内に議長に提出する。この際、会場の使用内容が分かる

案内文書、当日配布資料等を添付する。  

・会場使用結果報告書は、次のとおり取り扱うものとする。  

① 開催後１カ月以内に、報告書を議長あてに提出する。  

 ② 議長決裁後、報告書を提出者に返却。  

 ③ 収支報告書提出時に報告書を支出書（支出伝票）に添付する。 

届出・報告  【実施後１カ月以内】 

別紙様式５－１  会場使用結果報告書 【会派用】  

別紙様式５－２  会場使用結果報告書 【議員用】  

支出に適さな

い経費の例  

・政党や後援会主催の報告会等に係る経費  

 

②講師謝金・旅費 

内容  研究会若しくは研修会を開催するために必要な講師謝金等  

具体的な経費

の例  

・講師謝礼 

・講師招請に必要な旅費  

届出・報告   ― 

支出に適さな

い経費の例  

・政党や後援会主催の報告会等に係る経費  

 

  ③出席者負担金・会費 

内容  他の団体が開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する

参加負担金、会費、施設入館料等 

具体的な経費

の例  

・研究会、研修会の参加者負担金、会費  

・研究会、研修会に参加するために必要な施設入館料 

【留意事項】 

・オンラインによる参加、又は、録音・録画資料の提供を受け開催

日以降に在住地において受講する方法も可とする（届出書及び報

告書の提出が必要）。 

・研修会等に参加する場合、食事代が出席者負担金と一体のもので

区分できない場合は、社会通念上認められる範囲で支出を可とす
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る。  

（例）ＪＩＡＭ（全国市町村国際文化研修所）の宿泊研修  

届出・報告  【実施前】 

別紙様式２－１ 出張調査（研究・研修会参加）届出書【会派用】 

別紙様式２－２ 出張調査（研究・研修会参加）届出書【議員用】     

【実施後１カ月以内】 

別紙様式３－１ 出張調査（研究・研修会参加）報告書【会派用】 

別紙様式３－２ 出張調査（研究・研修会参加）報告書【議員用】 

※ 市内、市外を問わず提出が必要。 

支出に適さな

い経費の例  

・個人の立場で加入している団体や、調査研究活動と関わりが希薄

な団体の年会費等  

（例）ライオンズクラブや商工会議所等の会費、趣味の色彩の濃

い団体の年会費  

・私的な活動のための各種負担金、会費、施設入館料等  

 

  ④旅費 

内容  他の団体が開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する

旅費  

具体的な経費

の例  

・研修会等への参加に際して、公共交通機関を使用する場合に要す

る鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費及び宿泊費  

・旅行代理店に手配を依頼する際の取扱手数料  

【留意事項】 

・実費精算とする。  

・行程等については経済的かつ合理的な経路及び方法によるものと

する。  

・キャンセル料は、次の場合のみ認める。  

ア 公務による場合  

イ 天災による場合  

詳細は「Ⅶ 特記基準」（Ｐ．２６～２８）を参照のこと  

届出・報告  【実施前】 

別紙様式２－１ 出張調査（研究・研修会参加）届出書【会派用】 

別紙様式２－２ 出張調査（研究・研修会参加）届出書【議員用】     

【実施後１カ月以内】 

別紙様式３－１ 出張調査（研究・研修会参加）報告書【会派用】 

別紙様式３－２ 出張調査（研究・研修会参加）報告書【議員用】 

※ 市内、市外を問わず提出が必要。 

支出に適さな

い経費の例  

・日当の支出はできない  

・政党活動、後援会活動等に係る旅費  

・私的な活動に係る旅費  
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  ⑤交通費 

内容  他の団体が開催する研究会若しくは研修会に参加するために自家用

車（バイクを含む）等を使用する場合に必要な経費  

具体的な経費

の例  

・研修会等への参加に際して、自家用車を使用する場合に要するガ

ソリン代、高速道路使用料、駐車場代 

・タクシー代（他に利用できる公共交通機関がないか運行本数が少

ない等、タクシーを利用する合理的な理由がある場合に限る） 

・レンタカー代（調査研究活動のため短期で借りる場合に限る）  

【留意事項】 

・ガソリン代は１回の政務活動ごとに実費により支出すること。  

（注）別紙様式「自動車使用による政務調査活動一覧」を使った

執行は、平成24年度で廃止された。  

詳細は「Ⅶ 特記基準」（Ｐ．２６～２８）を参照のこと 

届出・報告  【実施前】 

別紙様式２－１ 出張調査（研究・研修会参加）届出書【会派用】 

別紙様式２－２ 出張調査（研究・研修会参加）届出書【議員用】     

【実施後１カ月以内】 

別紙様式３－１ 出張調査（研究・研修会参加）報告書【会派用】 

別紙様式３－２ 出張調査（研究・研修会参加）報告書【議員用】 

※ 市内、市外を問わず提出が必要。 

支出に適さな

い経費の例  

・自家用車の車検代等の維持費、修繕料等  

・自家用車のリース代  

・継続的なレンタカーの使用に係る借上料  

 

  ⑥その他 

内容  講師賄い料・研修テキスト代等  

具体的な経費

の例  

・研究会若しくは研修会を開催するために招請した講師の賄い 

・テキスト代  

届出・報告   ― 

支出に適さな

い経費の例  

・飲酒を伴う賄い  
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（２）調査費 

①旅費 

内容  調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する旅費  

具体的な経費

の例  

・視察調査に際して、公共交通機関を使用する場合に要する鉄道賃、

船賃、航空賃、その他の交通費及び宿泊費  

・旅行代理店に手配を依頼する際の取扱手数料  

【留意事項】 

・実費精算とする。  

・行程等については経済的かつ合理的な経路及び方法によるものと

する。  

・キャンセル料は、次の場合のみ認める。  

ア 公務による場合  

イ 天災による場合  

詳細は「Ⅶ 特記基準」（Ｐ．２６～２８）を参照のこと  

届出・報告  【実施前】 

別紙様式２－１ 出張調査（研究・研修会参加）届出書【会派用】 

別紙様式２－２ 出張調査（研究・研修会参加）届出書【議員用】     

【実施後１カ月以内】 

別紙様式３－１ 出張調査（研究・研修会参加）報告書【会派用】 

別紙様式３－２ 出張調査（研究・研修会参加）報告書【議員用】 

※ 市内における調査については、届出書及び報告書の提出は不要 

支出に適さな

い経費の例  

・日当の支出はできない  

・政党活動、後援会活動等に係る旅費  

・私的な活動に係る旅費  

・海外調査に係る経費  

 

②交通費 

内容  調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に自家用車

（バイクを含む）等を使用する場合に必要な経費  

具体的な経費

の例  

・視察調査に際して、自家用車を使用する場合に要するガソリン代、

高速道路使用料、駐車場代 

・タクシー代（他に利用できる公共交通機関がないか運行本数が少

ない等、タクシーを利用する合理的な理由がある場合に限る） 

・レンタカー代（調査研究活動のため短期で借りる場合に限る） 

【留意事項】 

・ガソリン代は１回の政務活動ごとに実費により支出すること。  

（注）別紙様式「自動車使用による政務調査活動一覧」を使った

執行は、平成24年度で廃止された。  

詳細は「Ⅶ 特記基準」（Ｐ．２６～２８）を参照のこと  
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届出・報告  【実施前】 

別紙様式２－１ 出張調査（研究・研修会参加）届出書【会派用】 

別紙様式２－２ 出張調査（研究・研修会参加）届出書【議員用】     

【実施後１カ月以内】 

別紙様式３－１ 出張調査（研究・研修会参加）報告書【会派用】 

別紙様式３－２ 出張調査（研究・研修会参加）報告書【議員用】 

※ 市内における調査については、届出書及び報告書の提出は不要 

支出に適さな

い経費の例  

・自家用車の車検代等の維持費、修繕料等  

・自家用車のリース代  

・継続的なレンタカーの使用に係る借上料  

 

③その他 

内容  その他、調査研究活動の実施に伴い要する経費  

具体的な経費

の例  

・調査研究の委託料 

・アンケート等の委託料  

届出・報告   ― 

支出に適さな

い経費の例  

・政党活動、後援会活動等に係る経費  

・私的な活動に係る経費  
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（３）広報費 

①広報紙・報告書印刷費 

内容  調査研究活動及び議会活動、あるいは市の政策について、住民に報

告するための広報紙・報告書作成に必要な印刷代、写真現像料等  

具体的な経費

の例  

・印刷代 

・写真現像料 

詳細は「Ⅶ 特記基準」（Ｐ．２９～３１）を参照のこと  

届出・報告   ― 

支出に適さな

い経費の例  

・政党広報紙、後援会チラシ等の印刷費  

・私的な活動に係る印刷費  

 

②送料 

内容  調査研究活動及び議会活動、あるいは市の政策について、住民に報

告するために作成した広報紙・報告書を送付するための送料  

具体的な経費

の例  

・郵便料 

・宅配便代金 

・個人等に配布を依頼した場合の配布手数料 

詳細は「Ⅶ 特記基準」（Ｐ．２９～３１）を参照のこと  

届出・報告   ― 

支出に適さな

い経費の例  

・政党広報紙、後援会チラシ等の送付に係る経費  

・私的な活動に係る経費  

 

③会場費 

内容  調査研究活動及び議会活動、あるいは市の政策について、住民に報

告するために会場を使用する際に必要な経費  

具体的な経費

の例  

・会場借上料 

・会場使用に付随する放送設備費用 

【留意事項】 

・会場費を支出した場合は、会場使用結果報告書を作成し、開催後

１カ月以内に議長に提出する。この際、会場の使用内容が分かる

案内文書、当日配布資料等を添付する。  

・会場使用結果報告書は次のとおり取り扱うものとする。  

① 開催後１カ月以内に、報告書を議長あてに提出する。  

  ② 議長決裁後、報告書を提出者に返却。  

  ③ 収支報告書提出時に、報告書を支出書（支出伝票）に添付

する。 

届出・報告  【実施後１カ月以内】 

別紙様式５－１  会場使用結果報告書 【会派用】  

別紙様式５－２  会場使用結果報告書 【議員用】  

支出に適さな

い経費の例  

・政党や後援会主催の報告会等に係る経費  
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④その他  

内容  その他、広報活動の実施に伴い要する経費  

具体的な経費

の例  

・ホームページ作成及び管理に要する費用 

 

届出・報告   ― 

支出に適さな

い経費の例  

・政党活動、後援会活動等に係る経費  

・私的な活動に係る経費  
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（４）広聴費 

①旅費 

内容  住民からの市政に対する要望、相談又は意見を聴取するための会議

等、並びに団体等が開催する市政に関する意見交換会等各種会議へ

の参加に際し要する旅費  

具体的な経費

の例  

・電車賃  

【留意事項】 

・原則として、市内のみとする。  

（市外において広聴活動を行う必要がある場合は、その理由を支出

書に付記すること。）  

・実費精算とする。  

・行程等については経済的かつ合理的な経路及び方法によるものと

する。  

詳細は「Ⅶ 特記基準」（Ｐ．２６～２７）を参照のこと  

届出・報告   ― 

支出に適さな

い経費の例  

・日当の支出はできない  

・政党活動、後援会活動等に係る旅費  

・私的な活動に係る旅費  

 

②交通費 

内容  住民からの市政に対する要望、相談又は意見を聴取するための会議

等、並びに団体等が開催する市政に関する意見交換会等各種会議へ

の参加に際し、自家用車（バイクを含む）等を使用する場合に必要

な経費 

具体的な経費

の例  

・広聴活動に際して、自家用車を使用する場合に要するガソリン代、

高速道路使用料、駐車場代 

・タクシー代（他に利用できる公共交通機関がないか運行本数が少

ない等、タクシーを利用する合理的な理由がある場合に限る） 

・レンタカー代（調査研究活動のため短期で借りる場合に限る） 

【留意事項】 

・原則として、市内のみとする。  

（市外において広聴活動を行う必要がある場合は、その理由を支出

書に付記すること。）  

・ガソリン代は１回の政務活動ごとに、実費により支出すること。  

（注）別紙様式「自動車使用による政務調査活動一覧」を使った

執行は、平成24年度で廃止された。  

詳細は「Ⅶ 特記基準」（Ｐ．２６～２７）を参照のこと 

支出に適さな

い経費の例  

・自家用車の車検代等の維持費、修繕料等  

・自家用車のリース代  

・継続的なレンタカーの使用に係る借上料  
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③会場費 

内容  住民からの市政に対する要望、相談又は意見を聴取するための会議

を開催する際の会場使用に係る経費  

具体的な経費

の例  

・会場借上料 

・会場使用に付随する放送設備費用 

【留意事項】 

・会場費を支出した場合は、会場使用結果報告書を作成し、開催後

１カ月以内に議長に提出する。この際、会場の使用内容が分かる

案内文書、当日配布資料等を添付する。  

・会場使用結果報告書は次のとおり取り扱うものとする。  

① 開催後１カ月以内に、報告書を議長あてに提出する。  

  ② 議長決裁後、報告書を提出者に返却。  

  ③ 収支報告書提出時に、報告書を支出書（支出伝票）に添付

する。 

届出・報告  【実施後１カ月以内】 

別紙様式５－１  会場使用結果報告書 【会派用】  

別紙様式５－２  会場使用結果報告書 【議員用】  

支出に適さな

い経費の例  

・政党や後援会主催の報告会等に係る経費  

 

④印刷費 

内容  住民からの市政に対する要望、相談又は意見を聴取するために作成

する資料等の印刷費等  

具体的な経費

の例  

・資料のコピー代 

・写真現像料  

届出・報告   ― 

支出に適さな

い経費の例  

・政党活動、後援会活動等に係る経費  

・私的な活動に係る経費  

 

⑤その他  

内容  その他、広聴活動の実施に伴い要する経費  

具体的な経費

の例  

・住民からの市政に対する要望、相談又は意見を聴取するための会

議等に要する飲料（酒類を除く）及び茶菓子代  

ただし、社会通念上認められる範囲とする  

届出・報告   ― 

支出に適さな

い経費の例  

・上記以外の飲食費は政務活動費から支出することはできない  

・飲酒を伴うもの  
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（５）要請・陳情活動費 

①旅費 

内容  要請・陳情活動を行うために必要な旅費  

具体的な経費

の例  

・要請・陳情活動のため国等の機関を訪問する際に、公共交通機関

を使用する場合に要する鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費

及び宿泊費  

・旅行代理店に手配を依頼する際の取扱手数料  

【留意事項】 

・実費精算とする。  

・行程等については経済的かつ合理的な経路及び方法によるものと

する。  

・キャンセル料は、次の場合のみ認める。  

ア 公務による場合  

イ 天災による場合  

詳細は「Ⅶ 特記基準」（Ｐ．２６～２７、３２）を参照のこと  

届出・報告  【実施前】 

別紙様式６－１  要請・陳情活動届出書 【会派用】  

別紙様式６－２  要請・陳情活動届出書 【議員用】  

【実施後１カ月以内】 

別紙様式７－１  要請・陳情活動報告書 【会派用】  

別紙様式７－２  要請・陳情活動報告書 【議員用】  

支出に適さな

い経費の例  

・日当の支出はできない  

・政党活動、後援会活動等に係る旅費  

・私的な活動に係る旅費  

 

②交通費 

内容  要請・陳情活動を行うために自家用車（バイクを含む）等を使用す

る場合に必要な経費  

具体的な経費

の例  

・要請・陳情活動のため国等の機関を訪問する際に、自家用車を使

用する場合に要するガソリン代、高速道路使用料、駐車場代 

・タクシー代（他に利用できる公共交通機関がないか運行本数が少

ない等、タクシーを利用する合理的な理由がある場合に限る） 

・レンタカー代（調査研究活動のため短期で借りる場合に限る） 

【留意事項】 

・ガソリン代は１回の政務活動ごとに、実費により支出すること。  

（注）別紙様式「自動車使用による政務調査活動一覧」を使った

執行は、平成24年度で廃止された。  

詳細は「Ⅶ 特記基準」（Ｐ．２６～２７、３２）を参照のこと 
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届出・報告  【実施前】 

別紙様式６－１  要請・陳情活動届出書 【会派用】  

別紙様式６－２  要請・陳情活動届出書 【議員用】  

【実施後１カ月以内】 

別紙様式７－１  要請・陳情活動報告書 【会派用】  

別紙様式７－２  要請・陳情活動報告書 【議員用】 

支出に適さな

い経費の例  

・自家用車の車検代等の維持費、修繕料等  

・自家用車のリース代  

・継続的なレンタカーの使用に係る借上料  

 

③印刷費 

内容  要請・陳情活動を行うために必要な印刷費  

具体的な経費

の例  

・資料のコピー代 

・写真現像料 等  

届出・報告   ― 

支出に適さな

い経費の例  

・政党活動、後援会活動等に係る経費  

・私的な活動に係る経費  

 

④その他 

内容  その他、要請・陳情活動の実施に伴い要する経費  

具体的な経費

の例  

 

届出・報告   ― 

支出に適さな

い経費の例  

・政党活動、後援会活動等に係る経費  

・私的な活動に係る経費  
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（６）資料作成・購入費 

①資料作成費 

内容  政務活動に必要な資料の作成のためのコピー代等 

具体的な経費

の例  

・資料のコピー代 

・写真現像料  

届出・報告   ― 

支出に適さな

い経費の例  

・政党活動、後援会活動等に係る経費  

・私的な活動に係る経費  

 

②翻訳料  

内容  政務活動に必要な資料の作成のための翻訳料等 

具体的な経費

の例  

・録音反訳料 

・翻訳料  

届出・報告   ― 

支出に適さな

い経費の例  

・政党活動、後援会活動等に係る経費  

・私的な活動に係る経費  

 

③書籍・新聞等購入代 

内容  政務活動に必要な書籍、雑誌、新聞の代金等 

具体的な経費

の例  

・書籍、雑誌、新聞の代金  

（会派控室に配置する日刊紙は、１紙につき１部に限り支出するこ

とができる。）  

・書籍、雑誌、新聞の購入に必要な送料 

※定期購読を行う場合の制限及び処理方法については、「Ⅳ 留意

事項（支出全般について） ４ 前払いについて」（Ｐ．８）を参

照のこと 

【留意事項】 

 購入した書籍の保管について  

・政務活動費で購入した書籍（新聞、雑誌は除く）は書籍購入台帳

（別紙様式８）を備え、次の要領で管理する。  

① 台帳に書籍名、購入年月日、購入金額、保管者・場所、廃棄

年月日を記載する。  

② 保管者・場所が変更された場合は台帳を整備する。  

③ 購入した書籍は、最低１年間保管する。それ以降に廃棄する

場合は、会派で協議のうえ（政務活動費が会派交付の場合に限

る。）決定する。  

④ 書籍の廃棄は会派（議員）の責任において行う。  

⑤ 再利用可能と判断した図書については事務局に提出し、議会

図書室等における再利用に供することができる。  

⑥ 市民から保管している書籍閲覧の申し出があれば、可能な限

りその申し出に応じるものとする。  
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⑦ 書籍購入台帳は提出不要であるが、会派（議員）において適

切に管理すること。  

届出・報告   ― 

支出に適さな

い経費の例  

・所属政党が発行する機関紙  

・自宅で購入する日刊紙  

・自己啓発的な意味合いのある図書等  

 

④その他 

内容  その他、資料作成・購入に伴い要する経費  

具体的な経費

の例  

 

届出・報告   ― 

支出に適さな

い経費の例  

・政党活動、後援会活動等に係る経費  

・私的な活動に係る経費 
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（７）人件費 

①賃金 

内容  政務活動の補助業務のために雇用した職員の賃金等  

具体的な経費

の例  

・賃金、給料、手当、賞与その他労働の対償として支払うもの  

・社会保険料  

【留意事項】 

・会派の構成員（若しくは議員）と同一生計にある者の雇用は不可。 

・日額、交通費を明確に区分した雇用契約を締結すること。  

・勤務場所は原則として、会派控室とする。  

・補助職員が政務活動以外の事務を控室で行うことは適当でないの

で、按分による支出は認めない。  

・作成が必要な書類は次のとおり。  

ア 雇用契約書  

イ 出勤簿及び領収書（別紙様式１０）  

出勤簿には勤務日、勤務時間、業務内容等を記録すること。 

・上記ア、イの書類は、支出書に添付が必要。  

 （雇用契約書は、写しを当該年度の初回支出時のみ添付）  

・補助職員の雇用に伴う手続きに遺漏のないよう注意すること。  

ア 源泉徴収票を雇用した補助職員に交付（毎年１月）  

イ 雇用した補助職員が居住する市区町村へ給与支払報告書を

送付（毎年１月）  

届出・報告  【補助職員を雇用したとき】政務活動補助職員の雇用届（別紙様式

９） 

支出に適さな

い経費の例  

・政務活動の補助業務以外（党務、後援会用務等）に従事する者の

賃金等  

・会派控室に勤務しない者の賃金等  
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（８）事務費 

①事務消耗品費 

内容  政務活動に係る事務遂行に必要な事務消耗品の購入費 

具体的な経費

の例  

・文房具 

・印刷用紙 

・３万円（税込み）未満の事務消耗品  

届出・報告   ― 

支出に適さな

い経費の例  

・政党活動、後援会活動等に係る経費  

・私的な活動に係る経費  

 

②備品費 

内容  政務活動に係る事務遂行に必要な備品の購入費等 

具体的な経費

の例  

・事務機器の購入費、リース料、修繕費、保守点検料 

・パソコン及び関連備品の購入費 

・３万円（税込み）以上の物品を備品として取り扱う。３万円（税

込み）未満の物品については「事務消耗品費」の科目で処理する。 

詳細は「Ⅶ 特記基準」（Ｐ．３４）を参照のこと  

届出・報告   ― 

支出に適さな

い経費の例  

・政党活動、後援会活動等に係る経費  

・私的な活動に係る経費  

 

③電話料 

内容  政務活動に係る事務遂行に必要な電話料 

具体的な経費

の例  

・携帯電話代 

・会派控室に設置するファックス使用料 

【留意事項】 

・政務活動のために使用する携帯電話代は、政務活動に使用する経

費と、政務活動以外に使用する経費に区分する必要があるので次

のように取り扱う。  

ア 使用した携帯電話の料金のうち政務活動に使用した割合に

応じて１/２を上限とし按分し、その額が１月当たり5,000円

を超えない範囲で支出できる。 

イ 電話料の支出科目は、すべて事務費「電話料」とする。 

ウ 電話料は、代金を支払うごとに支出書を作成し、支出金額

欄には政務活動のために使用した割合分の金額を記し、支出

内容欄に割合を明記して領収書等の証拠書類を添付する。  

・携帯電話代を支出する場合は、「基本使用料」「通話料・通信料」

が確認できる利用明細書を添付しなければならない。 

・携帯電話代として支出できる経費は、「基本使用料」「通話料・

通信料」「ユニバーサルサービス料」（対象経費に係る消費税を

含む）のみとする。 
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届出・報告   ― 

支出に適さな

い経費の例  

・自宅の固定電話代、インターネット使用料、ファックス使用料  

 

④その他 

内容  その他、政務活動に係る事務遂行に伴い要する経費  

具体的な経費

の例  

・振込手数料等  

【留意事項】 

・振込手数料については、各科目の支出において合算しての経理処

理、若しくは、各科目の「その他」での経理処理も可とする。 

届出・報告   ― 

支出に適さな

い経費の例  

・政党活動、後援会活動等に係る経費  

・私的な活動に係る経費  
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Ⅶ 特記基準 

１ 旅費、交通費の支出基準について  

（研究・研修会費、調査費、広聴費、要請・陳情活動費）  

① 旅費は、研究・研修会参加や先進地調査等のために出張する経費とし、鉄道賃、

船賃、航空賃、その他の交通費及び宿泊費とする。  

② 旅費は実費精算とするが、行程等については経済的かつ合理的な経路及び方法に

よるものとする。  

なお、以下の事項については、ここに定める基準に従うものとする。  

宿泊費  上限額は、宝塚市職員等の旅費に関する条例施行規則（令和７年規

則第１１号）別表の区分に応じた宿泊費基準額（職員の旅費の級別

が１級の者）に相当する額とする。食費相当分には充当できないが、

宿泊費に朝食がセットとなっている場合はこの限りではない。  

領収書を徴

しがたい場

合  

自動券売機での切符購入等で領収書を徴しがたい場合は、2,000円

以内の支出に限り、出張調査報告書への記入により領収書添付に代

えるものとする。ＪＲのエクスプレス予約等の場合は、ご利用票の

添付により領収書に代えることを可とする。  

前泊の基準  出発地を午前６時以前に出発しなければ目的を果たすことができ

ない場合は前泊を認める。  

後泊の基準  帰着地へ午後１０時以降に到着する場合は後泊を認める。  

割引制度の

利用   

片道６０１キロ以上の鉄道旅行の場合、往復割引を適用する。  

グリーン車

の利用  

グリーン車の利用はできない。  

経路が２つ

以上ある場

合  

最も経済的な経路を用いるのを原則とする。  

※ ただし、次の場合は例外的にこれによらないことができる。  

1) 阪急とＪＲが並走している区間を乗車するとき 

2) 西方面を目的地として新大阪駅から新幹線に乗車するとき  

 

③ 旅費の計算にあたっての出発地及び帰着地は、市役所若しくは自宅に最も近い公

共交通機関の駅とする。  

④ 出発地である最寄駅まで車等を利用した場合の駐車料金は支出できない。  

 ⑤ 旅行代理店に対する取扱手数料の支出は可とする。  

⑥ 交通費は、研究・研修会参加や先進地調査等のため自家用車（バイクを含む）を

利用する場合に係るガソリン代、高速道路使用料、駐車場代、自動車借上料（タク

シー・レンタカー）とする。  

   ⑦ タクシーの使用は、他に利用できる公共交通機関がないか運行本数が少ない等、

タクシーを利用する合理的な理由がある場合に限る。  

   ⑧ レンタカーの使用は、調査活動のために短期で借りる場合に限る。  

⑨ キャンセル料は、次の場合のみ認める。  

ア 公務による場合  
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イ 天災による場合  

 

 

２ 出張調査、研究・研修会参加の届け出及び報告について  

 

別紙様式２－１  出張調査（研究・研修会参加）届出書 【会派用】  

別紙様式２－２  出張調査（研究・研修会参加）届出書 【議員用】  

別紙様式３－１  出張調査（研究・研修会参加）報告書 【会派用】  

別紙様式３－２  出張調査（研究・研修会参加）報告書 【議員用】  

 

（１）出張調査、研究・研修会参加の手続きについて  

出張調査を実施する場合、または他の団体が開催する研究・研修会に参加する場合の

手続きは次のとおりとする。  

ただし、市内における調査については届出書及び報告書の提出は不要とする（研究・

研修会への参加については、市内でも届出書及び報告書の提出が必要）。  

 

① 事前に議長に届出書を提出する。  

・会派交付の場合 別紙様式２－１（会派代表者から議長へ）  

※ 複数の議員が参加する場合も、会派として１つの届出書を提出  

・議員交付の場合 別紙様式２－２（議員から議長へ）  

② 視察の実施にあたっては、事務局を通じて視察依頼等の事務を進める。  

③ 出張後１カ月以内に報告書を議長に提出する。  

・会派交付の場合 別紙様式３－１（会派代表者から議長へ）  

※ 経理責任者が確認し押印すること  

※ 複数の議員が参加した場合も、会派として１つの報告書を提出  

・議員交付の場合 別紙様式３－２（議員から議長へ）  

※ 複数の議員が参加した場合、議員ごとに報告書の提出が必要  

④ 他市等を視察した場合の報告書には、次の事項を明記する。  

ア 目的地、案件  

イ 説明を受けた相手方の職・氏名  

ウ 視察日時  

エ 視察内容  
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（２）出張調査（研究・研修会参加）報告書の作成要領について  

             ① 報告書  

会派交付の場合…別紙様式２－１  

※会派代表者、経理責任者が押印  

議員交付の場合…別紙様式２－２  

※議員が押印  

             ② 調査結果  

                調査結果の概要、所見等を記入  

※様式の定めはありません（書式は任意）  

             ③ 研修案内、説明資料等、実施内容が分かる書類  

               （ページ数が多い場合は表紙等の抜粋で可とする）  

             ④ 領収書貼付用紙  

                Ａ４サイズの白紙に領収書を貼付  

              ※公開用に複写するため、はみ出し、重ね貼りはしない。  

              ※領収書がはがれないようしっかり貼付する。  

 

 

（３）出張調査（研究・研修会参加）報告書の取り扱い方法について  

① 出張後１カ月以内に、上記の要領で作成した報告書を議長あてに提出する。  

  ② 議長決裁後、報告書を提出者に返却。  

  ③ 収支報告書提出時に、報告書を支出書（支出伝票）に添付する。  

  

 

（４）市内における出張調査の取り扱いについて  

市内における調査については届出書及び報告書の提出は不要とするが、これに伴い政

務活動費の支出が発生した場合は、支出書に領収書を添付する。  

なお、自動券売機での切符購入等で領収書を徴しがたい場合は、2,000円以内の支出に

限り、旅費計算書（別紙様式４）を添付することで領収書添付に代えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

④  

 

 

 

 

③  

 

 

 

 

②  

 

 

 

 

①  
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３ 広報費について  

 

（１）広報紙・報告書、ホームページに関する留意事項について  

広報費については、政務活動費の交付対象となっている会派若しくは議員の調査研究

活動及び議会活動、あるいは市の政策について市民に報告することを目的とする場合に、

政務活動費として支出できる。  

紙面等に目的外の内容が含まれる場合は、その部分を按分により除外して支出する必

要がある。  

 

按分についての考え方  

① 広報紙・報告書、ホームページ（以下「広報紙等」という。）に、掲載が適当で

ない内容（政務活動として認められない内容）が掲載されている場合は、その部分

を面積割合など合理的な基準により按分し政務活動費の支出から除外すること。  

② 掲載が適当でない内容が紙面全体の２分の１以上を占める場合は、その広報紙等

に関して政務活動費の支出自体ができない。  

 ※ 「掲載が適当でない内容」については、（２）に記載のとおり。  

 

支出書（支出伝票）に添付が必要な資料  

① 印刷物の場合は、見本１部（原本）を、支出書（支出伝票）に添付すること。  

② ホームページ作成及び管理に要する費用を支出する場合は、トップページのコピ

ーを支出書（支出伝票）に添付すること。  

 

 

（２）広報紙等に掲載する記事の内容について  

  広報紙等に掲載する記事は、原則として政務活動に関する内容とする。  

  政党活動、後援会活動とみなされる内容については、政務活動費を充当することが適

当ではないので、面積按分等により支出対象から除外する。  

  選挙活動とみなされる内容で、法に抵触すると思われる記事が掲載されている場合は、

政務活動費の支出は認められない。  

  国政や県政に関する記事は、市政との関連が認められる場合には掲載を可とする。  

  政務活動の対象となるかどうかは、常に社会通念に照らし適切に判断すること。  

 

広報紙等に必ず掲載すべき内容  

① 政務活動費の交付対象となっている会派名若しくは議員名を明記すること。  

 

広報紙等への掲載に適する内容（具体例）  

① 市政の課題に係る調査研究活動の報告、それに基づく提言等。  

② 議会での質問・質疑及びその答弁内容についての報告。  

③ 委員会活動の報告。  

④ 執行機関の政策等に関する報告。  
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広報紙等への掲載が適当でないため按分すべき内容（具体例）  

① 政党その他の団体等が開催する事業（党大会、街頭演説等）に関する記事等、政

党活動とみなされるもの。  

② 後援会活動の案内・報告等、後援会活動とみなされるもの。  

③ 写真サイズ、記事面積等が（３）の基準を超過するときは、その全部を政務活動

費の支出から除外する。  

 

広報紙等への掲載を禁止する内容  

（掲載した場合は政務活動費の支出自体が不可）  

① 選挙の当選・落選に関するあいさつ、選挙における支持・不支持に関する記事等、

公職選挙法に抵触するもの。  

② その他の法令に抵触するもの。  

③ 政党その他の政治団体の名称若しくはロゴマークを掲載した場合は、政党その他

の政治団体の機関紙とみなされる可能性が高いため、按分によっても支出不可とす

る。  

ただし、政党その他の政治団体の名称の掲載に関しては、その名称を会派名（ま

たはその一部）として使用している場合に限り可とする。  

④ 議会報や市広報、その他刊行物など一般に供することを目的とする図書類をコピ

ーして掲載することはできない。  

 

 

（３）広報紙等への発行にあたり留意すべき内容について  

議員の氏名、プロフィール写真、プロフィール紹介文、題字、キャッチフレーズにつ

いては、自己の宣伝行為とみなされることのないよう、大きさに留意が必要である。  

掲載する写真サイズ等の目安（広報紙の場合）  

① 議員個人のプロフィール写真（顔写真、半身像、全身像等）を掲載する場合、写

真サイズは１２平方ｃｍ以下とし、１ページにつき１点までとすること（イラスト

の場合も同様）。  

② 会派所属議員の集合写真を掲載する場合、構成員１人あたりのサイズを１２平方

ｃｍ以下とし、なおかつ、Ａ４用紙の面積の５分の１以内とすること（紙面サイズ

がＡ４と異なる場合も同様）。  

③ 上記①②以外に、記事に関連する写真を掲載する場合も、議員の自己宣伝とみな

されることのないよう、大きさに留意すること。  

④ 議員の氏名、プロフィール写真、プロフィール紹介文及び題字（「○○通信」、

「△△ニュース」等）を合わせた面積は、Ａ４用紙の面積の５分の１以内とするこ

と（紙面サイズがＡ４と異なる場合も同様）。  
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 季節のあいさつやコーヒーブレイク的な雑文については、紙面を親しみやすくするた

めに掲載することができるが、過大な場合は本来の政務活動の目的から逸脱することと

なるため留意が必要である。  

雑文の掲載について留意すべき点（広報紙の場合）  

① 季節のあいさつやコーヒーブレイク的な雑文の掲載については、全紙面の２割以

内とすること。  

 

 

（４）発行時期について  

 発行時期が自己の選挙前だけに偏る等、選挙目的の活動とみなされることのないよう

留意が必要である。  

発行時期について留意すべき点  

① 次のような場合は、選挙目的の活動とみなされる場合があるので留意すること。  

・自己の選挙前のみに発行している。  

・自己の選挙前のみ、発行部数を大幅に増やす。  

 

 

（５）広報紙・報告書の配付について  

広報紙・報告書を郵送等の方法により配布する場合は、できるだけ経済的な方法を用

いるよう留意する必要がある。  

郵送等の方法により配布する際に留意すべき点  

① 広報紙・報告書の発送には、できるだけ安価な方法を用いること。  

② 広報紙・報告書を市内に送付するにあたり、区内特別郵便を使用するほうが安価

となる場合は区内特別郵便を使用すること。  

③ 切手、レターパック等を使用する場合は受払簿を作成して管理するものとし、収

支報告書の提出時に添付すること。なお、一度に１００枚を超える切手、レターパ

ック等は購入できない。また、在庫はできる限り少なくすること（原則は使い切り）。 

④ 送料の支出書（支出伝票）には、その送料に対応する印刷費の支出番号を明記し、

印刷物との関連を明らかにすること。  

⑤ 広報紙・報告書の配布等を個人に依頼する時は、契約書を作成し、その写しを添

付すること。  

⑥ 印刷費について按分を行った場合は、印刷物発送のための郵送料等これに付随す

る経費についても、同様に按分すること。  

⑦ 送付の際に、他団体のチラシ等の同封は行わないこと。  
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広報紙（例） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

宝塚市議会議員 

△山○美 

会派名：□□の会 

××常任委員会委員長 

○○特別委員会委員 

プロフィール写真（顔写真、

半身像、全身像）のサイズ

は１２平方cm以下。  

 （１ページ１点まで）  

 イラストの場合も同様。  

議員の氏名、プロフィール写真、プロフィール

紹介文及び題字を合わせた面積は、Ａ４用紙の

面積の５分の１以内  

○市政の課題に係る調査研究活動の報告、それに基づく提言等。 

○議会での質問・質疑及びその答弁内容についての報告。 

○委員会活動の報告。 

○執行機関の政策等に関する報告。 

 

ＯＫ！  

○政党その他の団体等が開催する事業（党大

会、街頭演説等）に関する記事等、政党活

動とみなされるもの。 

○後援会活動の案内・報告等、後援会活動と

みなされるもの。 

○写真サイズ、記事面積等が基準を超過する

とき。 

その全部を按分して政務活動費の支出

から除外する。 

○季節のあいさつやコーヒー

ブレイク的な雑文 

全紙面の２割以内と

する。 

○公選法その他の法令に抵触するもの（選挙

の当落に関するあいさつ、選挙における支

持・不支持に関する記事等） 

○その他の法令に抵触するもの 

○政党その他の政治団体の名称、ロゴマーク 

 

○政務活動費の交付対象となって

いる会派名若しくは議員名 

明記する

こと。  

掲載禁止（政務活動費の支出自体が

不可）。 

ただし、政党その他の政治団体の名

称の掲載に関しては、その名称を会

派名（またはその一部）として使用

している場合に限り可とする。  
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４ 要請・陳情活動の届け出及び報告について  

 

別紙様式６－１  要請・陳情活動届出書 【会派用】  

別紙様式６－２  要請・陳情活動届出書 【議員用】  

別紙様式７－１  要請・陳情活動報告書 【会派用】  

別紙様式７－２  要請・陳情活動報告書 【議員用】  

 

（１）要請・陳情活動の実施について  

① 支出に当たっては、要請（陳情）書を添付するなど、要請、陳情の趣旨・内容を

明確にすること。  

② 要請・陳情活動を行う場合の旅費、交通費の支出基準については、研究・研修会

費、調査費と同様とする。  

 

（２）要請・陳情活動の手続きについて  

① 事前に議長に届出書を提出する。  

・会派交付の場合 別紙様式６－１（会派代表者から議長へ）  

・議員交付の場合 別紙様式６－２（議員から議長へ）  

② 出張後１カ月以内に報告書を提出する。  

・会派交付の場合 別紙様式７－１（会派代表者から議長へ）  

※ 経理責任者が確認し押印すること  

※ 複数の議員が参加した場合も、会派として１つの報告書を提出  

・議員交付の場合 別紙様式７－２（議員から議長へ）  

※ 複数の議員が参加した場合、それぞれの議員から報告書の提出が必要  

③ 要請・陳情活動報告書には、次の事項を明記する。  

ア 目的地、案件  

イ 要請・陳情活動を行った相手方の職・氏名  

ウ 日時  

エ 要請・陳情活動の内容報告（要請・陳情書の写を添付する）  

 

（３）要請・陳情活動報告書の取り扱い方法について  

① 出張後１カ月以内に、上記の要領で作成した報告書を議長あてに提出する。  

  ② 議長決裁後、報告書を提出者に返却。  

  ③ 収支報告書提出時に、報告書を支出書（支出伝票）に添付する。  
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５ 備品費について  

① 政務活動費で支出できる備品は下表の品目とする。リースの場合も備品費の項目

で計上する。追加すべき品目が生じたときには、その都度協議するものとする。  

② 備品の使用年数を下表のとおり定める。  

③ 備品の設置場所は会派（議員）控室とし、設置数は下表を原則とする。  

なお、※印の備品については控室以外での使用を認める。  

④ ３万円（税込み）以上の物品を備品として取り扱う。備品を購入した場合は、会

派（議員）において備品台帳を作成し、適切な管理に努めるものとする。  

なお、備品台帳は提出不要であるが、会派（議員）において適切に管理すること。  

⑤ 使用年数の途中において使用不能になった備品及び使用年数を過ぎて不要になっ

た備品については、廃棄手続きを行った後、会派（議員）の責任で処分することが

できる。  

⑥ 会派構成に異動があった場合には、関係会派間で協議し移管するなど、適切な備

品管理に努めるものとする。  

⑦ 会派が消滅した場合は、使用年数に満たない備品を事務局に引き継ぎ、事務局は

議長と協議のうえ、有効利用に努める。ただし、リースによる備品は除く。  

⑧ 会派が消滅し若しくは消滅することが見込まれる場合にリース契約を解消したこ

とにより違約金が発生する場合、政務活動費からこれを支出してはならない。  

⑨ 新たな備品を購入又はリースする場合は、事前に事務局と協議する。  

 

備品名及び使用年数 

 
品   名 使用年数 

設置数 

 会派  議員  

 コピー機 ５年 1 1 

 印刷機 ５年 1 1 

 ＦＡＸ ５年 1 1 

 金属性の書棚、ロッカー等 １５年 必要数 必要数 

木製の書棚、ロッカー等 ８年 必要数 必要数 

シュレッダー ５年 1 1 

※ デジタルカメラ ５年 必要数 1 

※ ビデオカメラ ５年 1 1 

※ ボイスレコーダー ５年 必要数 1 

 パソコン（会派業務用） ４年 1 0 

※ パソコン（議員用） ４年 構成人数を上限とする 1 

 パソコン関連備品   必要数 1 

・使用年数は税法上の耐用年数の基準による。  

・パソコン関連備品は定めが無いため、パソコンと同様４年とする。  

・パソコンについては、政務活動に必要なソフトウエアの費用、導入時の費用

（延長保証料を除く。）を含む。  

・パソコン（議員用）は、タブレットも可とする。  
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Ⅷ 様式 

 

 様式第１号（規則第２条第１項） 交付申請書（会派用）  

  様式第２号（規則第２条第１項） 交付申請書（議員用）   

  様式第３号（規則第２条第２項） 交付変更申請書（会派用）  

  様式第４号（規則第２条第２項） 交付変更申請書（議員用）  

  様式第５号（規則第３条第１項） 交付決定通知書  

  様式第６号（規則第３条第２項） 交付変更決定通知書  

  様式第７号（規則第４条第１項） 交付請求書（会派用）  

  様式第８号（規則第４条第１項） 交付請求書（議員用）  

  様式第９号（規則第４条第２項） 追加交付請求書（会派用）  

  様式第10号（規則第４条第２項） 追加交付請求書（議員用）  

  様式第11号（規則第６条第１項） 収支報告書（会派用）  

  様式第12号（規則第６条第１項） 収支報告書（議員用）  

 

  別紙様式１    政務活動費支出書  

別紙様式２－１  出張調査（研究・研修会参加）届出書 【会派用】  

別紙様式２－２  出張調査（研究・研修会参加）届出書 【議員用】  

別紙様式３－１  出張調査（研究・研修会参加）報告書 【会派用】  

別紙様式３－２  出張調査（研究・研修会参加）報告書 【議員用】  

別紙様式４    旅費計算書  

別紙様式５－１  会場使用結果報告書 【会派用】  

別紙様式５－２  会場使用結果報告書 【議員用】  

別紙様式６－１  要請・陳情活動届出書 【会派用】  

別紙様式６－２  要請・陳情活動届出書 【議員用】  

別紙様式７－１  要請・陳情活動報告書 【会派用】  

別紙様式７－２  要請・陳情活動報告書 【議員用】  

  別紙様式８    書籍購入台帳  

  別紙様式９－１  政務活動補助職員の雇用届 【会派用】  

  別紙様式９－２  政務活動補助職員の雇用届 【議員用】  

  別紙様式１０   出勤簿及び領収書  

 

 

 

 

 


